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はじめに
全国老人福祉施設協議会では、３年間に

わたり特別養護老人ホームにおける中高年

齢者の雇用促進について、独立行政法人高

齢・障害者雇用支援機構の委託を受けて検

討を重ねて参りました。その内容を本パン

フレットとしてまとめました。

平成 16年には、「高年齢者雇用安定法」

も一部改正され、今後の高年齢者雇用に

向けての環境整備が進められており、介

護事業領域においても、職員の継続雇用

や高年齢者雇用について本格的な検討が

必須となっています。

事業者におかれましては、この状況を

よくご理解頂くと同時に、様々な職務経

験や人生経験を経て、なお勤労意欲の高

い中高年齢者の方が数多くおられる点を

考慮され、施設運営やケアの質を一層高

める観点から、これら中高年齢者の継続

雇用や新規雇用の推進をご検討頂くこと

を期待します。

今後、一段と高年齢化が進行する日本

社会において、特別養護老人ホームをは

じめとする様々な高齢者施設の重要性が

増す中、それら施設のサービス提供者と

して働く中高年齢者の経験豊かで人間性

に富んだいきいきとした姿が、職員のみ

ならず利用者にとっても大きな安心感や

安定感の醸成につながることを望んでや

みません。

高齢者施設の事業者の皆様には内容を

お読み頂き、これからの中高年齢者活用

についてお考え頂く際のご参考として頂

ければ幸甚です。

1
高齢社会へ向けての雇用環境の変化

1制度環境の変化
わが国は世界的にも例を見ない速度で少子高齢化が

進行しています。この社会変動は年金の支給開始時期

の引き上げなど、社会制度にも大きく影響を及ぼしは

じめています。

この環境下で、高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律の一部が改正されるなど、雇用環境が大きく変化

する時期を迎えています。このため、高齢者施設の事

業者も、この環境変化を十分に理解することが必須と

なっています。

以降では「改正高年齢者雇用安定法」の要点を挙げ

ます。是非、本パンフレットの趣旨や改正された法律

の内容などについてご理解を頂きたいと考えます。な

お、改正等についての詳細な内容は、厚生労働省のホー

ムページや公共職業安定所等のリーフレット等でご確

認をお願いします。

（ホームページのURL は最終ページ下に記載）

2「改正高年齢者雇用安定法」の要点
改正された法律の主な要点は以下のとおり。

① 65歳までの定年制の引上げ、継続雇用制度の導入

等の義務化【平成 18 年 4月 1日から施行】

※事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協

議が調わないときは、大企業の事業主は平成 21年 3月

31 日まで、中小企業の事業主（常時雇用する労働者の

数は 300 人以下である事業主をいいます。）は平成 23

年 3 月 31 日までの間は、就業規則等により高年齢者

に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入でき

ることとしています。

②解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支

援書の作成・交付の義務化【平成 16 年 12 月 1日から施行】

③労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の

理由の提示の義務化【平成 16 年 12 月 1日から施行】

④シルバー人材センター等

が行う一般労働者派遣

事業の手続の特例【平成

16 年 12 月 1日から施行】
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健康で高い働く意欲を持つ方や熟練した高度の能力

を持つ方、さらに様々な人生経験から円熟した人間味

を持つ中高年齢者の方々に高齢者施設で活躍して頂く

には事業者側にはどのような人材の選定や配慮が必要

でしょうか。ここでは、老人福祉・介護事業高齢者雇

用推進事業において、3年にわたって検討した結果を

ガイドラインとして取りまとめ、雇用推進の 5つの工

夫を紹介します。

1高齢者施設における中高年齢職員活用の
ポイント

①要介護高齢者を介護する施設は、多様な年齢構成で

あることが重要

年齢も生活歴も異なる様々な入所者に対応していく

ためには、職員も多様な経験と知識を有していること

が大切です。社会経験や経歴の異なる様々な年齢層の

職員がいることが重要です。

ヒアリング調査からも、介護職員の年齢層をバランス

良く保つことが大切という意見があり、中高年齢職員の

知識と経験を有効に活用し、全体としてのケアの質の

向上を目指していくためにも中高年齢者がバランス良

く配置されていることが必要であると考えられます。

②既存職員の継続雇用による中高年齢者の活用

改正高年齢者雇用安定法への対応として、定年制の

見直し（定年の引上げや定年の定めの廃止）や段階的

な継続雇用制度を導入することが求められます。

定年制（65 歳未満）のある施設では、勤務延長や

再雇用で継続雇用を行い、定年を迎える職員に、定年

後も活躍してもらうことで、施設経営やケアの質的向

上に寄与して頂けるよう検討していくことが必要で

す。

継続雇用のための基準や雇用条件を決め、対象者の

事情に応じ多様な働き方を可能とするために、パート

に移行しての短時間勤務や隔日勤務の導入など、様々

な工夫も必要でしょう。

このため、法令や関係資料をよく調べ、施設状況に

合った継続雇用制度を構築することが求められます。

③経営の質、サービスの質の更なる向上のための外部

の中高年齢者の活用

サービスを提供する事業者として自立していくため

には、これまで以上に経理、人事労務、リスクマネジ

メント等の管理能力が求められます。今後、団塊の世

代が退職期を迎え、多くの様々な業務知識と経験をも

つ中高年齢者が増える見通しです。経営の質、サービ

スの質の更なる向上のためには、民間企業の離職者や

退職者層などが有する専門性に着目した雇用も考えら

れます。

2中高年齢者雇用の実現に向けて
中高年齢者の働く目的は、「生活を維持するため」「家

計の足しにするため」「生きがい、社会参加」「時間の

有効活用」など様々で、短時間労働を希望する層と一

般の労働者と同様に働きたい層に分かれます。

中高年齢層の意識と能力は多様であり、中高年齢者

として処遇して雇用しなければならない場合と一般の

労働者と同程度の労働者として雇用することが可能な

場合があります。

前者については、労働時間、ワークシェアリングな

どの働き方の工夫を必要とし、さらに福祉用具の利用

などによって身体面でのハンディをカバーすることが

求められます。後者については、長く働き続けるため

の支援、制度が不可欠となります。

具体的には、以下のような、多様な雇用形態の提供

などの工夫によって、中高年齢者雇用の実現が期待で

きるのではないでしょうか。

①採用の方法の工夫

従来の採用は、中高年齢者の場合、友人･知人の紹

介が３割強を占めていますが、このような採用の仕方

では、専門的な知識をもつ人材を集めにくく、公募や

求職者の紹介機関など新たな採用方法を検討する必要

があるのではないでしょうか。

②勤務日数、就業時間の工夫

アンケート調査をみても、中高年齢者を働きやすく

する方法としては、「勤務日数を少なくしている」「就

業時間を短くしている」が 2.5 割程度を占めています。

中高年齢者を活用していくには、多様な働き方の

ニーズに合わせて、勤務日数や就業時間を調整するこ

2

2
中高年齢者雇用のためのガイドライン



とが求められます。

具体的な例としては、中高年齢者の稼働率向上を図

る観点から、職務が集中して発生する時間帯のみ中高

年齢者に働いてもらうという方法が考えられます。つ

まり中高年齢者の 1日あたりの勤務時間を短時間にす

るという対応です。この方法は、短時間勤務にあわせ

た処遇を検討することにより、他のケアワーカーとの

公平感を保つことも可能であると考えられます。

③担当職務の工夫（直接介護職務以外、施設外も含む）

中高年齢者を働きやすくする方法として、上記の勤

務日数等の工夫と並んで「経験や能力を活かせる業務

配置」も重要です。

ベテラン中高年齢者に適する業務としては「食事介

助」「話し相手」「処遇の困難な事例への対応」など、

未経験の中高年齢者には「掃除」「洗濯」「配膳」「運

転業務」「話し相手」などが挙げられます。

中高年齢者を活用するには、適切な賃金制度の検討

とともに、業務配置の工夫や、可能であれば業務の限

定などの工夫も必要ではないでしょうか。

具体的な例としては、直接的な介護業務がない時間

帯に、利用者とのコミュニケーションを取りながら今

まで対応していなかったような細やかなニーズに応え

る要員ととらえることも、中高年齢者の稼働率を向上

させる方策の一つです。前述の②では職務の集中する

時間帯を中高年齢者の勤務時間としましたが、ここで

は勤務時間を限定せず、職務のない時間帯を中高年齢

者に適した新たなサービス対応のために活用しようと

いうものです。この方法では既存の職務への対応を行

う訳ではないので、他のケアワーカーの負担が直接的

に減少することはありません。また、他のケアワーカー

と別の職務を行うことになるため、公平感を保つため

に処遇面も併せて検討を行うことが必要となるでしょ

う。

④処遇面の工夫
中高年齢者を雇用するに当たっては、前述のような

業務の工夫を行うとともに、処遇面の工夫も大切です。

施設における中高年齢者雇用の方針をみると、大き

く以下の 2通りの方法がみられます。

・職務職能給ベースとしつつも定年制は継続する。定

年後は嘱託職員という形で有期契約、固定給または

時給制とし、正職員とは異なる雇用・賃金体系とす

る

・職務職能給をベースとし、年齢は雇用・賃金体系と

さほど関係がない。個人の適性や能力に応じた処遇

にする

上記は、一つの事例にすぎませんが、いずれにせよ、

ケアワーカーの納得が得られるような形でケアワー

カー間の処遇の工夫を行い、職務の違いによる不公平

感を払拭していくことが不可欠です。

⑤働きやすい職場環境の工夫

アンケート調査等をみても、中高年齢者が働き続け

る上でネックとなっているのは、身体的な面での負担

の大きさです。

身体負荷の軽いところに配置転換する等の工夫とと

もに、業務そのものの身体負荷の程度を改善させるよ

うな工夫として、福祉用具（自助具）等を活用するこ

とも考えられます。

施設ケアの効率化、サービスの質の向上への寄与、

あるいは若年層も含めたケアワーカーの身体負担の軽

減などの効果が期待できることから、福祉用具の活用

についても検討すべきではないでしょうか。
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全国の高齢者施設における中高年齢者活用事例

高齢者施設に活かす中高年齢者の経験と人間性
特別養護老人ホームなどの高齢者施設における中高年齢

者活用には、介護といった体力を要する業務など課題もあり

ますが、その他の様々な業務において多くのメリットを生み

出している事例が多数あります。過去の業務経験を活かしつ

明るい雰囲気で利用者を支援
社会福祉法人　天心会

特別養護老人ホーム　「竜爪園」
住所：静岡市長尾 89 番地の 1
TEL：054-265-3838    FAX：054-265-1350

元気な中高年齢者が施設運営を支援

元気に活躍する中高年齢者
現在、５名の中高年齢のパート職員の方のうち４名

が60歳以上の方である。うち２人はケア・アドバイザー

（パート扱い）で、介護職員の相談役として活躍してい

る。残り２名の方は洗濯や掃除、送迎用の車の運転

業務を遂行している。今回は後者の２名の方にお話を

伺った。

柳原さん（70）は、朝夕に車で片道の50 分の距離を、

自ら運転して通勤されているという元気な方である。

主に衣類やタオルなどを分類回収し

て、洗濯・乾燥を行う業務を２日出

勤・２日休息のサイクルで行っている。

ご自分でも徹底した清潔好きとのこと

で、積極的に仕事をこなし、スタッフ

の方や寮母さんとのコミュニケーショ

ンも円滑で、とても仕事がし易いと明

るく話される。

デイサービスなどの送迎の自動車

を運転している釜田さん（66）も柳

原さんに負けず元気で、利用者の方

に配慮した車の運転や時間を見ては壊れた機器の修理

や器具を作るという営繕業務を行っている。この他に

も窓のガラス清掃や芝刈りなど、様々な業務を精力的

に処理し、施設のスタッフからの信頼も厚い。

中高年齢者のやる気を引き出す経営
社会福祉法人　薫風会

特別養護老人ホーム　「第二大和の里」
住所：稲沢市井堀野口町 27 番地
TEL：0587-36-8011    FAX：0587-36-8311

質の高い経営の追求が生み出す中高年齢者活用

高い働く意欲を持つ中高年齢者
大川さんは昨年50歳過ぎで当施設に採用され、事

務職の正職員として働いている。もともと福祉に興味

がある方で、介護職の方が職務に専念できる環境づく

りこそが、自分の業務であると考えている。

堀尾さん（60）は看護師であり、学習意欲がとても

高く、施設からご自身の体力に適したケアマネや機能

訓練指導員の業務を与えられ、とても退職時期の方と

は思えないエネルギーに満ちた姿勢で業務を遂行され

ている。

山羽さん（61）は、長年の経理事務の経験を活かし

てＰＣを活用した経理業務を遂行し、入所者の外出支

援や病院への通院支援を行っている。

３名の方に共通するのは、業務への高い意欲である。

また、研修体制の充実や中高年齢者の要望に応じた柔

軟な職務配置を行うなど、施設側の対応力も注目され

る。

つ、そこに中高年齢者ならではの長年の人生経験から生み出

される知恵やその人間性自体が、利用者の方のみならず施設

スタッフへも好影響を与えています。また、それを可能とす

る事業者の様々な配慮があります。

柳原さん

釜田さん

大川さん 堀尾さん 山羽さん
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離島の制約を乗り越え
社会福祉法人　久仙会

特別養護老人ホーム　「くめしま」
住所：沖縄県島尻郡久米島町字兼城 1464-5
TEL：098-985-4569    FAX：098-985-4570

離島の人手不足をカバーする中高年齢者

中高年齢者が活躍
当施設は自然環境に恵まれた沖縄の北西に位置する

離島である。若い方が入ってもなかなか定着しないと

いう、難しい課題もある。その様な状況下で活躍して

いるのが中高年齢者の方々である。

島田さん（60）は、前職が保母さんで平成 5年に非

常勤で採用後、常勤職となり、現在はケアワーカーと

して業務に当たっている。働きながら独学でヘルパー

の資格を取得した努力家でもある。認知症でお話の出

来ない利用者への声掛けで対話ができるまで回復され

たことや利用者の笑顔が、やりがいにつながると言う。

久手堅さん（53）は、専業主婦から子どもさんが大

きくなり手が離れたことから、平

成 4年にケアワーカーとして就職

し、2年前からは衣服管理など

の洗濯の業務をされている。大き

な業務用の洗濯機が故障すると、

部品が交換できなかったりすると

いうことで、やや不安になったり

することもあるという一方で、利

用者のために手作りをしたものや

洗濯した衣類を畳んで利用者のと

ころに持っていった際に、お礼を

言われると、とても嬉しく、仕事

の励みになると言う。

事業者側としても、負担を少な

くするなどの配慮を行いつつ、久米島で生活を希望す

る入所待機者に入所してもらうためにも、経験のある職

員が体にあった仕事に長く関わって欲しいと期待をして

いる。

永年の経験をケアの質向上支援に
社会福祉法人　慧誠会

総合老人福祉施設　「帯広けいせい苑」
住所：帯広市川西町西１線 47 番地 3
TEL：0155-59-2952    FAX：0155-59-2955

中高年齢者の経験をケアの質の向上に活かす

経験を活かし活躍する中高年齢者
宇野さん（65）は長年、病院で看護師を勤め平成

12年からデイサービスの業務などを経験し、翌年から

当施設の医務室で看護職のほか、食事の介助や投薬

の業務を行っている。利用者の食事の介助を行ってい

ても、認知症の症状の変化などを把握し、スタッフに

連携している。食事の前後は投薬が集中するが、間違

いのないよう神経を使う。嬉しいことは、入所者の喜

んでいる顔を見ることであり、発言の無い方が、こちら

の声掛けに返事してくれるようになってくれた時と言う。

病院での経験も豊富であり、スタッフからの信頼も厚

い。

三谷さん（56）は経理事務や保育所の勤務経験を

持ち、現在は介護職員として勤務されている。入所者

の方が、今何をして欲しいのか、何をしたいのかなど

を考えながら、一日一度は笑って頂くことを心がけてい

るという。親族の介護経験からこの職業に就いたこと

もあり、その際の経験が活かされている。

奥山さん（59）は過去自営のレストランの経験を活

かし、16 年前から調理業務に就き、現在は調理業務

全般の円滑化や指導、お年寄りの食に関する他部署と

の連携など、施設の食事業務全体を管理している。や

りがいを感じるのは、やはりおいしかったという言葉と

スタッフと食事の工夫をして、入所者の健康が回復した

ときと言う。

島田さん

久手堅さん

宇野さん 三谷さん 奥山さん
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多くの人生経験者が元気に活躍
社会福祉法人　健光園

中高年齢者福祉総合施設　「ももやま」
住所：京都市伏見区桃山町立売 1番 6
TEL：075-605-5678    FAX：075-605-5666

多彩な人生経験が施設運営を円滑化

活躍する経験豊かな中高年齢者
木邨さん（64）は、63 歳まで卸業務に従事し、

公募で当施設に採用された。現在、デイサービスの

車の送迎や配食などを行っている。利用者に不安を

感じさせない運転に心がけていると同時に、移乗に

ついても机上の理屈と実践が異なる点などを意識し

て業務に専念している。

神田さん（71）は建設会社で営業の経験と大工の

経験を持ち、営繕の業務のほかに配食業務に当たって

いる。時間のある際は、自ら認知症の利用者の方と将

棋をさしたりする。将棋は体験的に利用者の方の症状

改善にプラスとなる面もあり、時間の許す時は積極的

に利用者の要望に応じるという。このほか、施設内に

自宅のような和室の空間を作ったり、施設運営の上で

も大きな戦力となっている。

長野さん（64）は大手の金融機関を退職後、少し

時間を置いて施設に採用され、現在の業務は配食の仕

事と施設全体のインフォメーション（受付・施設内の情

報連携業務）の仕事に就いている。来客への対応やフ

ロアの見守りなど、施設内の様々な状況を把握し、支

援業務を行っている。一方で、好きなピアノやオルガ

ンで、特養やショートステイ利用者の方と歌を歌ったり

と、多彩な能力をフルに発揮し頼もしい。施設としては、

今後とも地域の中高年齢者の活用に積極的な姿勢であ

る。

中高年齢者に適した職務開発を追及
社会福祉法人　立野福祉会

特別養護老人ホーム　「香野苑」
住所：富山県高岡市上渡 161 番地
TEL：0766-31-5700    FAX：0766-31-8123

効率的な経営による質の追求に寄与する中高年齢者の力

経験をケアの質に活かす
柳川さん（61）は、平成12年より介護職として勤

務しているが、現在62歳まで継続雇用で仕事を続け

ている。8時間勤務で、4日に2日がお休みという勤

務体制である。介護業務においては利用者の残存能

力を考慮しつつ、心を休ませてあげられるような工夫

や心遣いを意識し、相手のペースに合わせ、感情の変

化や体調に注意をしながら、業務に専念している。や

りがいを感じる時は、利用者の遠慮の気持や羞恥心

などを考え気配りができ、気持が一緒になった時や笑

顔を返された時であると言う。

現在、デイの送迎の仕事をしている和泉さん（63）

は、自動車運転の仕事のほかにもガ

ラスの清掃や草刈を行うほか、年に

3～4回は近隣の用水路の清掃など

もしている。送迎の自動車の運転は、

過去大型車の運転経験も長く、利用

者の顔・氏名・家族の住所を、自分

なりの地図を作って約400 件は記憶

していると言う。利用者の状態にあっ

た運転を心がけている。

事業者側では運転手についてはハ

ローワーク経由で、大型免許は必須

として、その他にも電検 3種や自動車整備士3級以上

の方を紹介してもらっている。このほか、介護職の方

については50 歳代で採用した方で、やる気のある方

を60歳を超えて継続雇用している。中高年齢者を活

用する上ではメリット、デメリットの両面があるが、中

高年齢者に向いた職務の開発を継続的に追及する方

向で臨んでいる。

木邨さん 神田さん

柳川さん

和泉さん

長野さん


